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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力信号に基づいてＡ／Ｄ変換を行い、Ａ／Ｄ変換データを出力するＡ／Ｄ変換回路で
あって、
　比較回路と、
　前記比較回路からの比較結果信号により逐次比較結果データが設定される逐次比較レジ
スターを有し、逐次比較用データを出力する制御回路と、
　前記制御回路からの前記逐次比較用データをＤ／Ａ変換して、Ｄ／Ａ出力信号を出力す
る第１のＤ／Ａ変換回路と、
　時間的に変化するコードデータを生成するコードデータ生成部と、
　前記コードデータをＤ／Ａ変換して、コード信号を出力する第２のＤ／Ａ変換回路と、
　補正処理を行う補正部と、
　を含み、
　前記比較回路は、
　前記入力信号のサンプリング信号と前記コード信号との加算信号を、前記Ｄ／Ａ出力信
号と比較する処理、又は前記Ｄ／Ａ出力信号と前記コード信号との加算信号を、前記サン
プリング信号と比較する処理を行い、
　前記制御回路は、
　前記逐次比較結果データと前記コードデータとに基づき求められる出力データを、前記
Ａ／Ｄ変換データとして出力し、
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　前記補正部は、
　前記コードデータを用いたコードシフトによって前記比較回路による逐次比較結果がオ
ーバーフローしないように補正する補正処理を、前記コードデータの符号と前記逐次比較
結果データとに基づいて行うことを特徴とするＡ／Ｄ変換回路。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記補正部は、
　前記コードデータの符号を反転することで、前記コードシフトにより前記逐次比較結果
がオーバーフローしないように補正する前記補正処理を行うことを特徴とするＡ／Ｄ変換
回路。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記補正部は、
　Ａ／Ｄ入力電圧範囲の高電位側に前記逐次比較結果がオーバーフローする場合に、前記
コードシフトの方向が低電位側になるように前記コードデータの符号を反転し、前記Ａ／
Ｄ入力電圧範囲の低電位側に前記逐次比較結果がオーバーフローする場合に、前記コード
シフトの方向が高電位側になるように前記コードデータの符号を反転する前記補正処理を
行うことを特徴とするＡ／Ｄ変換回路。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項において、
　前記補正部は、
　前回の前記Ａ／Ｄ変換での前記逐次比較結果データである前回逐次比較結果データが、
Ａ／Ｄ入力電圧範囲の高電位側の第１の範囲に対応するデータであり、且つ、前記コード
シフトの方向が高電位側方向である場合に、今回の前記Ａ／Ｄ変換での前記逐次比較結果
データが低電位側にシフトするように、前記コードデータの符号を反転する前記補正処理
を行い、
　前記前回逐次比較結果データが、前記Ａ／Ｄ入力電圧範囲の低電位側の第２の範囲に対
応するデータであり、且つ、前記コードシフトの方向が低電位側方向である場合に、今回
の前記Ａ／Ｄ変換での前記逐次比較結果データが高電位側にシフトするように、前記コー
ドデータの符号を反転する前記補正処理を行うことを特徴とするＡ／Ｄ変換回路。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記コードデータ生成部は、
　前記前回逐次比較結果データが、前記第１の範囲と前記第２の範囲の間の第３の範囲に
対応するデータである場合には、交互に正、負となる前記コードデータを生成して前記第
２のＤ／Ａ変換回路に出力することを特徴とするＡ／Ｄ変換回路。
【請求項６】
　請求項４又は５において、
　前記補正部は、
　前記前回逐次比較結果データが、前記第１の範囲又は前記第２の範囲に対応するデータ
であったか否かについての情報を記憶する情報レジスターを含むことを特徴とするＡ／Ｄ
変換回路。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記情報レジスターは、
　複数のチャンネルの信号を時分割で前記Ａ／Ｄ変換する場合に、前記複数のチャンネル
の各チャンネルについて、前記前回逐次比較結果データが前記第１の範囲又は前記第２の
範囲に対応するデータであったか否かについての前記情報を記憶することを特徴とするＡ
／Ｄ変換回路。
【請求項８】
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　請求項１乃至７のいずれか一項において、
　前記コードデータ生成部は、
　所定のデータ範囲内において、１又は複数回のＡ／Ｄ変換タイミング毎に異なった値に
なるデータを、前記コードデータとして出力することを特徴とするＡ／Ｄ変換回路。
【請求項９】
　請求項８において、
　前記コードデータ生成部は、
　２のべき乗倍のオーバーサンプリングの前記Ａ／Ｄ変換が行われる場合に、素数個のコ
ードデータを生成して出力することを特徴とするＡ／Ｄ変換回路。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一項において、
　前記第１のＤ／Ａ変換回路及び前記第２のＤ／Ａ変換回路は、電荷再分配型のＤ／Ａ変
換回路であることを特徴とするＡ／Ｄ変換回路。
【請求項１１】
　請求項１０において、
　前記第１のＤ／Ａ変換回路は、
　前記比較回路の比較ノードに一端が接続される複数のキャパシタを有する第１のキャパ
シタアレイ部と、
　前記第１のキャパシタアレイ部の前記複数のキャパシタの他端に接続され前記逐次比較
用データの上位ビットデータに基づきスイッチ制御される複数のスイッチ素子を有する第
１のスイッチアレイ部と、
　前記比較ノードと第１のノードとの間に設けられる第１の直列キャパシタと、
　前記第１のノードに一端が接続される複数のキャパシタを有する第２のキャパシタアレ
イ部と、
　前記第２のキャパシタアレイ部の前記複数のキャパシタの他端に接続され前記逐次比較
用データの下位ビットデータに基づきスイッチ制御される複数のスイッチ素子を有する第
２のスイッチアレイ部を含み、
　前記第２のＤ／Ａ変換回路は、
　前記比較ノードと第２のノードとの間に設けられる第２の直列キャパシタと、
　前記第２のノードに一端が接続される複数のキャパシタを有する第３のキャパシタアレ
イ部と、
　前記第３のキャパシタアレイ部の前記複数のキャパシタの他端に接続され前記コードデ
ータに基づきスイッチ制御される複数のスイッチ素子を有する第３のスイッチアレイ部を
含むことを特徴とするＡ／Ｄ変換回路。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか一項において、
　前記制御回路は、
　前記サンプリング信号と前記コード信号との前記加算信号を、前記Ｄ／Ａ出力信号と比
較する前記処理が行われる場合に、前記逐次比較レジスターの前記逐次比較結果データか
ら前記コードデータを減算する処理を行うことを特徴とするＡ／Ｄ変換回路。
【請求項１３】
　請求項１乃至１１のいずれか一項において、
　前記制御回路は、
　前記Ｄ／Ａ出力信号と前記コード信号との加算信号を、前記サンプリング信号と比較す
る前記処理が行われる場合に、前記逐次比較レジスターの前記逐次比較結果データに前記
コードデータを加算する処理を行うことを特徴とするＡ／Ｄ変換回路。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３のいずれか一項に記載のＡ／Ｄ変換回路を含むことを特徴とする電子
機器。
【請求項１５】
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　比較回路と逐次比較レジスターとＤ／Ａ変換回路とを有し、入力信号に基づいてＡ／Ｄ
変換を行い、Ａ／Ｄ変換データを出力する逐次比較型のＡ／Ｄ変換回路におけるＡ／Ｄ変
換方法であって、
　時間的に変化するコードデータに対応するコード信号を生成し、
　前記入力信号のサンプリング信号と前記コード信号との加算信号を、前記Ｄ／Ａ変換回
路からのＤ／Ａ出力信号と比較する処理、又は前記Ｄ／Ａ出力信号と前記コード信号との
加算信号を、前記サンプリング信号と比較する処理を、前記比較回路により行い、
　前記逐次比較レジスターからの逐次比較結果データと前記コードデータとに基づき求め
られる出力データを、前記Ａ／Ｄ変換データとして出力し、
　前記コードデータを用いたコードシフトによって前記比較回路による逐次比較結果がオ
ーバーフローしないように補正する補正処理を、前記コードデータの符号と前記逐次比較
結果データとに基づいて行うことを特徴とするＡ／Ｄ変換方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ａ／Ｄ変換回路、電子機器及びＡ／Ｄ変換方法等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、アナログ信号をデジタルデータに変換するＡ／Ｄ変換回路として、逐次比較
型のＡ／Ｄ変換回路が知られている。この逐次比較型のＡ／Ｄ変換回路は、比較回路と、
逐次比較レジスターと、Ｄ／Ａ変換回路を備え、入力信号をサンプリング（サンプル・ホ
ールド）した信号を逐次比較動作によりＡ／Ｄ変換することでデジタルデータを出力する
。このような逐次比較型のＡ／Ｄ変換回路の従来技術としては特許文献１等に開示される
技術が知られている。
【０００３】
　このようなＡ／Ｄ変換回路では、その変換精度の大部分はＤ／Ａ変換回路の精度に依存
する。そして、Ｄ／Ａ変換回路の精度を高めようとすると、キャパシタの面積（電荷再分
配型の場合）が抵抗の面積（ラダー抵抗型の場合）が要因となって、回路が大規模化して
しまう。一方、回路の大規模化を抑制するために、Ｄ／Ａ変換回路の回路に工夫を加える
と、今度は、微分非直線性であるＤＮＬ（Differential Non Linearity）や積分非直線性
であるＩＮＬ（Integral Non Linearity）の誤差が原因で、いわゆるミッシングコードが
発生するなどの問題が生じる。
【０００４】
　また、このようなＤＮＬやＩＮＬなどのＡ／Ｄ変換特性が改善したとしても、Ａ／Ｄ変
換のダイナミックレンジが減少してしまうと、Ａ／Ｄ変換に求められる性能としては望ま
しくない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平８－３２１７７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の幾つかの態様によれば、Ａ／Ｄ変換特性を改善しながらダイナミックレンジの
減少も抑止できるＡ／Ｄ変換回路、電子機器、Ａ／Ｄ変換方法等を提供できる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は、比較回路と、前記比較回路からの比較結果信号によりレジスター値
が設定される逐次比較レジスターを有し、逐次比較用データを出力する制御回路と、前記
制御回路からの前記逐次比較用データをＤ／Ａ変換して、前記逐次比較用データに対応す
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るＤ／Ａ出力信号を出力する第１のＤ／Ａ変換回路と、時間的に変化するコードデータを
Ｄ／Ａ変換して、前記コードデータに対応するコード信号を出力する第２のＤ／Ａ変換回
路と、補正処理を行う補正部とを含み、前記比較回路は、入力信号のサンプリング信号と
前記コード信号の加算信号と、前記Ｄ／Ａ出力信号とを比較する処理、或いは前記サンプ
リング信号と、前記Ｄ／Ａ出力信号と前記コード信号の加算信号とを比較する処理を行い
、前記制御回路は、前記逐次比較レジスターの逐次比較結果データと前記コードデータと
に基づき求められる出力データを、前記入力信号のＡ／Ｄ変換データとして出力し、前記
補正部は、前記コードデータを用いたコードシフトにより前記逐次比較結果データがオー
バーフローするのを補正する補正処理を行うＡ／Ｄ変換回路に関係する。
【０００８】
　本発明の一態様によれば、逐次比較レジスターを有する制御回路からの逐次比較用デー
タが第１のＤ／Ａ変換回路に入力されて、逐次比較用データに対応するＤ／Ａ出力信号が
出力される。また時間的に変化するコードデータが第２のＤ／Ａ変換回路に入力されて、
コードデータに対応するコード信号が出力される。そして入力信号のサンプリング信号と
コード信号の加算信号と、Ｄ／Ａ出力信号とを比較する処理、或いはサンプリング信号と
、Ｄ／Ａ出力信号とコード信号の加算信号とを比較する処理が行われる。そして逐次比較
結果データとコードデータとに基づき求められる出力データが、入力信号のＡ／Ｄ変換デ
ータとして出力される。このようにすれば、時間的に変化するコードデータによりコード
シフトが行われるようになり、Ａ／Ｄ変換特性を改善できる。
【０００９】
　更に本発明の一態様によれば、このようなコードデータを用いたコードシフトにより逐
次比較結果データがオーバーフローしてしまうのを、補正処理により抑止できる。従って
、コードシフトによりＡ／Ｄ変換特性を改善しながら、コードシフトによるダイナミック
レンジの減少も抑止することが可能になる。
【００１０】
　また本発明の一態様では、前記第１のＤ／Ａ変換回路の最小分解能をＲＳ１、前記第２
のＤ／Ａ変換回路の最小分解能をＲＳ２とした場合に、ＲＳ２≧ＲＳ１であってもよい。
【００１１】
　このようにすれば、第１のＤ／Ａ変換回路の最小分解能ＲＳ１以上の大きさのコード信
号の加算処理を行って、コードシフトを実現できるようになる。
【００１２】
　また本発明の一態様では、前記補正部は、前記コードデータを補正することで前記補正
処理を行ってもよい。
【００１３】
　このようにすれば、コードシフトによるダイナミックレンジの減少を抑止する補正処理
を、コードデータを補正するという簡素な処理で実現することが可能になる。
【００１４】
　また本発明の一態様では、前記補正部は、前回のＡ／Ｄ変換での逐次比較結果データで
ある前回逐次比較結果データに基づき前記コードデータを補正することで、前記補正処理
を行ってもよい。
【００１５】
　このようにすれば、前回のＡ／Ｄ変換での逐次比較結果データを利用し、今回のＡ／Ｄ
変換での逐次比較結果データがオーバーフローするかどうかを予測することで、コードシ
フトによるダイナミックレンジの減少を抑止する補正処理を実現できるようになる。
【００１６】
　また本発明の一態様では、前記補正部は、前記前回逐次比較結果データが、Ａ／Ｄ入力
電圧範囲の高電位側の第１の範囲に対応するデータである場合には、今回のＡ／Ｄ変換で
の前記逐次比較結果データが低電位側にシフトするように、前記コードデータの補正処理
を行い、前記前回逐次比較結果データが、前記Ａ／Ｄ入力電圧範囲の低電位側の第２の範
囲に対応するデータである場合には、今回のＡ／Ｄ変換での前記逐次比較結果データが高
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電位側にシフトするように、前記コードデータの補正処理を行ってもよい。
【００１７】
　このようにすれば、前回逐次比較結果データが高電位側の第１の範囲のデータである場
合には、逐次比較結果データが低電位側にシフトするようにコードデータを補正すること
で、コードシフトによりダイナミックレンジが減少するを抑止できる。また前回逐次比較
結果データが低電位側の第２の範囲のデータである場合には、逐次比較結果データが高電
位側にシフトするようにコードデータを補正することで、コードシフトによりダイナミッ
クレンジが減少するのを抑止できる。
【００１８】
　また本発明の一態様では、前記コードデータを生成して前記第２のＤ／Ａ変換回路に出
力するコードデータ生成部を含み、前記コードデータ生成部は、前記前回逐次比較結果デ
ータが、前記第１の範囲と前記第２の範囲の間の第３の範囲に対応するデータである場合
には、交互に正、負となる前記コードデータを生成して前記第２のＤ／Ａ変換回路に出力
してもよい。
【００１９】
　このようにコードデータが交互に正、負になることで、コードデータの変化による周波
数成分の影響を低減することができ、Ａ／Ｄ変換特性への悪影響を抑止できる。
【００２０】
　また本発明の一態様では、前記補正部は、前記前回逐次比較結果データが、前記第１の
範囲又は前記第２の範囲に対応するデータであったか否かについての情報を記憶する情報
レジスターを含んでもよい。
【００２１】
　このようにすれば、情報レジスターに記憶された情報に基づいて、前回逐次比較結果デ
ータが第１の範囲又は第２の範囲に対応するデータであったか否かを判断して、今回のＡ
／Ｄ変換でのコードデータを補正することが可能になる。
【００２２】
　また本発明の一態様では、前記情報レジスターは、複数のチャンネルの信号が時分割で
Ａ／Ｄ変換される場合に、前記複数のチャンネルの各チャンネルについて、前記前回逐次
比較結果データが前記第１の範囲又は前記第２の範囲に対応するデータであったか否かに
ついての前記情報を記憶してもよい。
【００２３】
　このようにすれば、複数のチャンネルの信号が時分割でＡ／Ｄ変換される場合にも、各
チャンネルの前回逐次比較結果データが第１の範囲又は第２の範囲に対応するデータであ
ったか否かを、情報レジスターに記憶された情報に基づき判断して、各チャンネルについ
てのコードデータを補正することが可能になる。
【００２４】
　また本発明の一態様では、前記コードデータを生成して、前記第２のＤ／Ａ変換回路に
対して出力するコードデータ生成部を含み、前記コードデータ生成部は、所定のデータ範
囲内において、１又は複数回のＡ／Ｄ変換タイミング毎に異なった値になるデータを、前
記コードデータとして出力してもよい。
【００２５】
　このようにすれば、１又は複数回のＡ／Ｄ変換タイミング毎に異なった値になるコード
データに対応するコード信号の加算処理が行われて、コードシフトが実現される。これに
より、例えばＤＮＬ特性の悪化を周囲のコードに時間的に拡散させて、Ａ／Ｄ変換特性を
改善できる。
【００２６】
　また本発明の一態様では、前記コードデータ生成部は、２のべき乗倍のオーバーサンプ
リングのＡ／Ｄ変換が行われる場合に、素数個のコードデータを生成して出力してもよい
。
【００２７】
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　このようにすれば、オーバーサンプリングとコードシフトの相乗効果によるＡ／Ｄ変換
特性の向上を実現できるようになる。
【００２８】
　また本発明の一態様では、前記第１のＤ／Ａ変換回路及び前記第２のＤ／Ａ変換回路は
、電荷再分配型のＤ／Ａ変換回路であってもよい。
【００２９】
　なお第１、第２のＤ／Ａ変換回路の一部又は全部をラダー抵抗型で実現してもよい。
【００３０】
　また本発明の一態様では、前記第１のＤ／Ａ変換回路は、前記比較回路の比較ノードに
一端が接続される複数のキャパシタを有する第１のキャパシタアレイ部と、前記第１のキ
ャパシタアレイ部の前記複数のキャパシタの他端に接続され前記逐次比較用データの上位
ビットデータに基づきスイッチ制御される複数のスイッチ素子を有する第１のスイッチア
レイ部と、前記比較ノードと第１のノードとの間に設けられる第１の直列キャパシタと、
前記第１のノードに一端が接続される複数のキャパシタを有する第２のキャパシタアレイ
部と、前記第２のキャパシタアレイ部の前記複数のキャパシタの他端に接続され前記逐次
比較用データの下位ビットデータに基づきスイッチ制御される複数のスイッチ素子を有す
る第２のスイッチアレイ部を含み、前記第２のＤ／Ａ変換回路は、前記比較ノードと第２
のノードとの間に設けられる第２の直列キャパシタと、前記第２のノードに一端が接続さ
れる複数のキャパシタを有する第３のキャパシタアレイ部と、前記第３のキャパシタアレ
イ部の前記複数のキャパシタの他端に接続され前記コードデータに基づきスイッチ制御さ
れる複数のスイッチ素子を有する第３のスイッチアレイ部を含んでもよい。
【００３１】
　このような構成の第１のＤ／Ａ変換回路を用いれば、回路面積の増加を最小限に抑えな
がら、Ａ／Ｄ変換の高ビット化を図れる。またこのような構成の第２のＤ／Ａ変換回路を
用いれば、サンプリング信号と、Ｄ／Ａ出力信号とコード信号の加算信号とを比較する処
理を実現できる。
【００３２】
　また本発明の一態様では、前記制御回路は、前記サンプリング信号と前記コード信号の
加算信号と、前記Ｄ／Ａ出力信号との比較処理が行われる場合に、前記逐次比較レジスタ
ーの前記逐次比較結果データから前記コードデータを減算する処理を行ってもよい。
【００３３】
　このようにすれば、サンプリング信号とコード信号の加算信号と、Ｄ／Ａ出力信号との
比較処理が行われる場合に、コードデータの減算処理を行うことで、適正なＡ／Ｄ変換デ
ータを出力できるようになる。
【００３４】
　また本発明の一態様では、前記制御回路は、前記サンプリング信号と、前記Ｄ／Ａ出力
信号と前記コード信号の加算信号との比較処理が行われる場合に、前記逐次比較レジスタ
ーの前記逐次比較結果データに前記コードデータを加算する処理を行ってもよい。
【００３５】
　このようにすれば、サンプリング信号と、Ｄ／Ａ出力信号とコード信号の加算信号との
比較処理が行われる場合に、コードデータの加算処理を行うことで、適正なＡ／Ｄ変換デ
ータを出力できるようになる。
【００３６】
　また本発明の他の態様は、上記のいずれかに記載のＡ／Ｄ変換回路を含む電子機器に関
係する。
【００３７】
　また本発明の他の態様は、比較回路と逐次比較レジスターとＤ／Ａ変換回路を有する逐
次比較型のＡ／Ｄ変換回路におけるＡ／Ｄ変換方法であって、時間的に変化するコードデ
ータに対応するコード信号を生成し、入力信号のサンプリング信号と前記コード信号の加
算信号と、前記Ｄ／Ａ変換回路からのＤ／Ａ出力信号とを比較する処理、或いは前記サン
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プリング信号と、前記Ｄ／Ａ出力信号と前記コード信号の加算信号とを比較する処理を行
い、前記逐次比較レジスターからの逐次比較結果データと前記コードデータとに基づき求
められる出力データを、前記入力信号のＡ／Ｄ変換データとして出力すると共に、前記コ
ードデータを用いたコードシフトにより前記逐次比較結果データがオーバーフローするの
を補正する補正処理を行うＡ／Ｄ変換方法に関係する。
【００３８】
　本発明の他の態様によれば、コードデータに対応するコード信号が生成され、入力信号
のサンプリング信号とコード信号の加算信号と、Ｄ／Ａ出力信号とを比較する処理、或い
はサンプリング信号と、Ｄ／Ａ出力信号とコード信号の加算信号とを比較する処理が行わ
れる。そして逐次比較結果データとコードデータとに基づき求められる出力データが、入
力信号のＡ／Ｄ変換データとして出力される。このようにすれば、時間的に変化するコー
ドデータによりコードシフトが行われるようになり、Ａ／Ｄ変換特性を改善できる。
【００３９】
　更に本発明の他の態様によれば、このようなコードデータを用いたコードシフトにより
逐次比較結果データがオーバーフローしてしまうのを、補正処理により抑止できる。従っ
て、コードシフトによりＡ／Ｄ変換特性を改善しながら、コードシフトによるダイナミッ
クレンジの減少も抑止することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本実施形態のＡ／Ｄ変換回路の構成例。
【図２】Ａ／Ｄ変換回路の第１の比較例。
【図３】図３（Ａ）～図３（Ｃ）は本実施形態のコードシフト手法の説明図。
【図４】コードシフトによるダイナミックレンジの減少の問題点の説明図。
【図５】本実施形態の補正手法の説明図。
【図６】図６（Ａ）～図６（Ｃ）は本実施形態によるコードデータの補正処理の説明図。
【図７】補正部の構成例。
【図８】コードデータ生成部の構成例。
【図９】複数チャンネルの信号を時分割でＡ／Ｄ変換する手法の説明図。
【図１０】図１０（Ａ）、図１０（Ｂ）はオーバーサンプリングのＡ／Ｄ変換手法や複数
チャンネルの信号を時分割でＡ／Ｄ変換する手法の説明図。
【図１１】本実施形態のＡ／Ｄ変換回路の詳細な構成例。
【図１２】Ａ／Ｄ変換回路の動作を説明するための図。
【図１３】Ａ／Ｄ変換回路の第２の比較例。
【図１４】Ａ／Ｄ変換回路の第３の比較例。
【図１５】寄生容量が及ぼす悪影響についての説明図。
【図１６】図１６（Ａ）、図１６（Ｂ）はＤＮＬ、ＩＮＬの説明図。
【図１７】図１７（Ａ）、図１７（Ｂ）はＤＮＬのシミュレーション結果の例。
【図１８】本実施形態の全差動型のＡ／Ｄ変換回路の構成例。
【図１９】本実施形態の電子機器の構成例。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　以下、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお以下に説明する本実施
形態は特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではなく、本実施
形態で説明される構成の全てが本発明の解決手段として必須であるとは限らない。
【００４２】
　１．構成
　図１に本実施形態のＡ／Ｄ変換回路の構成例を示す。このＡ／Ｄ変換回路は、比較回路
１０、制御回路２０、第１のＤ／Ａ変換回路ＤＡＣ１、第２のＤ／Ａ変換回路ＤＡＣ２、
補正部８０を含む。また、Ｓ／Ｈ（サンプル・ホールド）回路３０やコードデータ生成部
９０を含むことができる。
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【００４３】
　なお、本実施形態のＡ／Ｄ変換回路は図１の構成に限定されず、その一部の構成要素を
省略したり、他の構成要素を追加するなどの種々の変形実施が可能である。例えばＳ／Ｈ
回路３０の構成要素を省略し、Ｄ／Ａ変換回路に入力信号ＶＩＮのサンプル・ホールド機
能を持たせてもよい。まだコードデータ生成部９０の構成要素を省略し、コードデータＣ
ＤＡを外部から直接に入力してもよい。
【００４４】
　比較回路１０は、コンパレーター（例えばラッチ型コンパレーター）により実現され、
例えば信号ＳＡＤＤと信号ＤＱの比較処理を行う。
【００４５】
　制御回路２０は、逐次比較レジスターＳＡＲ（Successive Approximation Registor）
を有し、逐次比較用データＲＤＡ（Ｄ／Ａ入力データ）を出力する。逐次比較レジスター
ＳＡＲは、比較回路１０からの比較結果信号ＣＰＱによりそのレジスター値が設定される
レジスターである。例えば比較回路１０が、ＭＳＢのビットからＬＳＢのビットに至るま
での逐次比較処理を行った場合に、各ビットにおける比較処理結果（「１」、「０」）が
、逐次比較レジスターＳＡＲの各レジスター値として記憶される。
【００４６】
　なお制御回路２０は、Ａ／Ｄ変換回路の各回路ブロックの制御処理も行うこともできる
。例えばＤ／Ａ変換回路ＤＡＣ１、ＤＡＣ２に含まれるスイッチ素子（スイッチアレイ）
のオン・オフ制御を行う。
【００４７】
　Ｄ／Ａ変換回路ＤＡＣ１は、制御回路２０からの逐次比較用データＲＤＡのＤ／Ａ変換
を行う。そして逐次比較用データＲＤＡに対応するＤ／Ａ出力信号ＤＱ（ＲＤＡをＤ／Ａ
変換したアナログ信号）を出力する。このＤ／Ａ変換回路ＤＡＣ１は、キャパシタアレイ
を用いた電荷再分配型であってもよいし、その一部又は全部がラダー抵抗型であってもよ
い。
【００４８】
　Ｄ／Ａ変換回路ＤＡＣ２は、コードデータＣＤＡをＤ／Ａ変換する。そしてコードデー
タＣＤＡに対応するコード信号ＳＣＤ（ＣＤＡをＤ／Ａ変換した信号）を出力する。ここ
でコードデータＣＤＡは時間的に変化するデータ（所定タイミング毎に変化するデジタル
データ）である。具体的には所定のデータ範囲内において、１又は複数回のＡ／Ｄ変換タ
イミング毎に異なった値になるデータである。
【００４９】
　なおこの場合のデータ範囲は、第１のデジタルデータを上限値とし、第２のデジタルデ
ータを下限値とする範囲である。Ａ／Ｄ変換タイミングは例えばデジタルデータをアナロ
グ信号に変換する各Ａ／Ｄ変換期間に対応するタイミングである。
【００５０】
　Ｓ／Ｈ（サンプル・ホールド）回路３０は、Ａ／Ｄ変換の対象となる入力信号ＶＩＮを
サンプル・ホールドする回路である。なお電荷再分配型の場合にはＳ／Ｈ回路３０の機能
はＤ／Ａ変換回路により実現できる。
【００５１】
　コードデータ生成部９０は、コードデータＣＤＡを生成してＤ／Ａ変換回路ＤＡＣ２に
出力する。例えば所定データ範囲内において、１又は複数回のＡ／Ｄ変換タイミング毎に
異なった値になるコードデータＣＤＡを出力する。具体的には逐次比較用データの下位ビ
ットデータのデータ範囲内において、１又は複数回のＡ／Ｄ変換タイミング毎に異なった
値になるコードデータＣＤＡを出力する。
【００５２】
　補正部８０は補正処理を行う。具体的には、コードデータＣＤＡを用いたコードシフト
によりダイナミックレンジが減少するのを防止するための補正処理を行う。この補正部８
０は情報レジスター８４を有する。
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【００５３】
　そして本実施形態では比較回路１０は、入力信号ＶＩＮのサンプリング信号ＳＩＮ（Ｖ
ＩＮをサンプル・ホールドした信号）とコード信号ＳＣＤの加算信号ＳＡＤＤと、Ｄ／Ａ
出力信号ＤＱとを比較する処理を行う。具体的には比較回路１０は、第１の入力端子に入
力される加算信号ＳＡＤＤ（加算電圧）と第２の入力端子に入力されるＤ／Ａ出力信号Ｄ
Ｑ（Ｄ／Ａ変換電圧）を比較する。なお、電荷再分配型の場合等では、比較回路１０は、
サンプリング信号ＳＩＮと、Ｄ／Ａ出力信号ＤＱとコード信号ＳＣＤの加算信号とを比較
する処理を行う。例えば信号ＳＩＮのサンプリング電圧と、信号ＤＱとＳＣＤの加算電圧
を比較する。
【００５４】
　そして制御回路２０は、逐次比較レジスターＳＡＲからの逐次比較結果データＱＤＡ（
最終的なデータ）とコードデータＣＤＡとに基づき求められる出力データＤＯＵＴを、入
力信号ＶＩＮのＡ／Ｄ変換データとして出力する。例えば制御回路２０は、図１のように
サンプリング信号ＳＩＮとコード信号ＳＣＤの加算信号ＳＡＤＤと、Ｄ／Ａ出力信号ＤＱ
との比較処理が行われる場合には、逐次比較レジスターＳＡＲの逐次比較結果データＱＤ
ＡからコードデータＣＤＡを減算する処理を行う。一方、後述する電荷再分配型のように
、サンプリング信号ＳＩＮと、Ｄ／Ａ出力信号ＤＱとコード信号ＳＣＤの加算信号との比
較処理が行われる場合には、逐次比較結果データＱＤＡにコードデータＣＤＡを加算する
処理を行う。
【００５５】
　また補正部８０は、コードデータＣＤＡを用いたコードシフトにより逐次比較結果デー
タＱＤＡがオーバーフローするのを補正（防止）する補正処理を行う。ここでコードデー
タによるコードシフトとは、入力信号のサンプリング信号とコード信号の加算処理を行う
こと或いはＤ／Ａ出力信号とコード信号の加算処理を行うことで、逐次比較結果データが
、入力信号に対応するデータから高電位側又は低電位側にシフトすることである。
【００５６】
　例えば補正部８０は、コードデータＣＤＡを補正することで当該補正処理を行う。そし
て補正指示信号ＳＤＲをコードデータ生成部９０に出力する。具体的には、前回のＡ／Ｄ
変換での逐次比較結果データである前回逐次比較結果データに基づきコードデータＣＤＡ
（今回のコードデータ）を補正することで補正処理を行う。なお本実施形態の補正処理は
、コードデータＣＤＡを補正する処理には限定されず、逐次比較結果データＱＤＡがオー
バーフローするのを補正できるものであれば種々の変形実施が可能である。また前回逐次
比較結果データに加えて、コードデータＣＤＡの符号等を判定して、補正処理を行っても
よい。
【００５７】
　次に本実施形態のコードシフト手法について、Ａ／Ｄ変換のビット数が８ビットである
場合を例にとり説明する。
【００５８】
　まずＳ／Ｈ回路３０が入力信号ＶＩＮをサンプル・ホールドしてサンプリング信号ＳＩ
Ｎを出力する。またコードデータ生成部９０は、所定のデータ範囲内（例えば００００～
１１１１）の任意のコードデータＣＤＡを出力し、Ｄ／Ａ変換回路ＤＡＣ２がＣＤＡに対
応するコード信号ＳＣＤを出力する。
【００５９】
　制御回路２０は、例えばＭＳＢのビットが「１」に設定された逐次比較用データＲＤＡ
＝１０００００００を出力し、Ｄ／Ａ変換回路ＤＡＣ１がＲＤＡに対応するＤ／Ａ出力信
号ＤＱを出力する。
【００６０】
　そして比較回路１０は、サンプリング信号ＳＩＮにコード信号ＳＣＤを加算した信号Ｓ
ＡＤＤの電圧と、Ｄ／Ａ出力信号ＤＱの電圧を比較し、「１」又は「０」の比較結果信号
ＣＰＱを出力する。例えば信号ＤＱの電圧の方が信号ＳＡＤＤの電圧よりも大きければ「
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１」を出力し、小さければ「０」を出力する。これにより逐次比較レジスターＳＡＲのレ
ジスター値のＭＳＢのビットには「１」又は「０」が設定される。
【００６１】
　次に制御回路２０は、ＭＳＢの次のビットが「１」に設定された逐次比較用データＲＤ
Ａ＝１１００００００又は０１００００００を出力する。例えばＭＳＢの比較結果が「１
」である場合にはＲＤＡ＝１１００００００を出力し、「０」である場合にはＲＤＡ＝０
１００００００を出力する。するとＤ／Ａ変換回路ＤＡＣ１はＲＤＡに対応するＤ／Ａ出
力信号ＤＱを出力する。
【００６２】
　そして比較回路１０は、サンプリング信号ＳＩＮにコード信号ＳＣＤを加算した信号Ｓ
ＡＤＤの電圧と、Ｄ／Ａ出力信号ＤＱの電圧を比較し、「１」又は「０」の比較結果信号
ＣＰＱを出力する。これにより逐次比較レジスターＳＡＲのレジスター値のＭＳＢの次の
ビットには「１」又は「０」が設定される。
【００６３】
　以上のような逐次比較動作を、ＭＳＢのビットからＬＳＢのビットに至るまで実行する
ことで、最終的な逐次比較結果データＱＤＡが取得される。即ち入力信号ＶＩＮの電圧と
Ｄ／Ａ出力信号ＤＱの電圧が等しくなるように逐次比較動作を行うことで、最終的な逐次
比較結果データＱＤＡが取得される。そして、取得された逐次比較結果データＱＤＡから
コードデータＣＤＡを減算したデータが、入力信号ＶＩＮをＡ／Ｄ変換したデータＤＯＵ
Ｔとして出力される。
【００６４】
　図２に、本実施形態の第１の比較例のＡ／Ｄ変換回路を示す。この第１の比較例ではコ
ードデータ生成部９０や第２のＤ／Ａ変換回路ＤＡＣ２は設けられていない。そしてこの
第１の比較例では、図３（Ａ）に示すように、例えばＤＮＬの誤差等が原因で特定のコー
ドでミッシングコードが発生する。例えばＤＮＬが１ＬＳＢを超えると、出力コードが存
在しないコードが発生するというミッシングコードの現象が生じる。
【００６５】
　この点、本実施形態によれば、このようなミッシングコードが発生したとしても、時間
的に変化するコードデータＣＤＡの信号ＳＣＤを、サンプリング信号ＳＩＮに加算するこ
とで、図３（Ｂ）に示すようなコードシフトが行われる。なお図３（Ｂ）の実線はコード
シフト後の特性を表すものであり、破線はコードシフト前の特性を表すものである。
【００６６】
　即ち本実施形態では１又は複数回のＡ／Ｄ変換タイミング毎にコードデータＣＤＡを異
なった値にすることで、図３（Ｂ）に示すように、ミッシングコードが発生するコードの
場所が１又は複数回のＡ／Ｄ変換タイミング毎に変化する。例えば０００１００００のコ
ードでミッシングコードが発生したとしても、その場所が、０００１０００１や０００１
００１０や００００１１１１の場所にシフトする。この結果、長い時間範囲で見ると、図
３（Ｃ）に示すようにＤＮＬやＩＮＬが改善され、ミッシングコードの現象が生じない良
好な特性を得ることができる。即ち、ある特定のコードで発生していたＤＮＬ特性の悪化
（ミッシングコード）を、時間的に変化するコードデータＣＤＡにより周囲のコードに拡
散させることで、特性の改善を図っている。
【００６７】
　つまり図３（Ａ）に示すようにミッシングコードが発生している状態で、入力電圧に意
図的にオフセット電圧を加えた場合を考える。その時のＤＮＬ、ＩＮＬ特性は、図３（Ｂ
）に示すように、あたかも加えたオフセット電圧に相当するコードだけシフトしたように
なる。この場合に、Ａ／Ｄ変換回路で変換されたデジタルデータは、オフセット電圧に相
当するコードが加えられているので、オフセット電圧に相当するコードを減算することで
最終結果が得られる。本実施形態のコードシフト手法は、この特性を利用し、入力電圧に
毎回異なるオフセット電圧を加える。これを行うことで、図３（Ｃ）に示す特性のＡ／Ｄ
変換回路で、見かけ上、変換を行っていることになる。
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【００６８】
　例えば、ミッシングコードが発生しているコードに対応する電圧をＡ／Ｄ変換する場合
を考える。コードシフトを行わない場合、この入力電圧周辺では非線形な変換が行われて
しまう。これに対して、ある値だけコードシフトを行った場合、上記の入力電圧周辺では
、線形性が良い変換が行われる。つまり、さまざまな値でコードシフトさせることで、あ
るコードシフト値では非線形であるが、大半のコードシフト値では線形な変換が行われる
。最終的に、コードシフトを行うことで、本来ミッシングコードが発生している入力電圧
においても比較的線形な変換が行われるようになる。
【００６９】
　以上のように、本実施形態によれば、コードデータＣＤＡを発生して加算するという簡
素な処理により、ミッシングコードの発生を防止し、Ａ／Ｄ変換回路のＤＮＬやＩＮＬの
特性を改善することに成功している。
【００７０】
　２．補正処理
　さて、以上のように説明したコードシフト手法には、ダイナミックレンジが減少してし
まう問題があることが判明した。即ち、ダイナミックレンジの限界付近の入力電圧の時に
、コードシフトによるオフセット電圧を加えてしまうと、実際にＡ／Ｄ変換するデータは
ダイナミックレンジをオーバーしてしまうので、実効的にダイナミックレンジが減少して
しまう。
【００７１】
　このような問題を回避するため、本実施形態では例えば前回の変換値を記憶しておき、
コードシフトによってダイナミックレンジをオーバーしそうな場合は、記憶しておいた変
換値に基づいて、ダイナミックレンジをオーバーしないコードデータを生成する。そして
生成されたコードデータをコードシフト用のＤ／Ａ変換回路ＤＡＣ２に入力することで、
ダイナミックレンジの劣化を回避する。
【００７２】
　例えば図４において、Ａ／Ｄ入力電圧範囲はＡ／Ｄ変換回路のダイナミックレンジを表
すものであり、Ａ／Ｄ変換回路は、このＡ／Ｄ入力電圧範囲の入力電圧については適正に
Ａ／Ｄ変換を行うことが可能になっている。
【００７３】
　そして、入力電圧がＡ／Ｄ入力電圧範囲の高電位側の第１の範囲ＲＡ１である場合に、
Ａ１に示すように高電位側方向（正方向）へのコードシフトが行われてしまうと、ダイナ
ミックレンジをオーバーしてしまい、実効的にダイナミックレンジが減少してしまう。同
様に、入力電圧がＡ／Ｄ入力電圧範囲の低電位側の第２の範囲ＲＡ２である場合に、Ａ２
に示すように低電位側方向（負方向）へのコードシフトが行われてしまうと、ダイナミッ
クレンジをオーバーしてしまい、実効的にダイナミックレンジが減少してしまう。
【００７４】
　このような問題を解決するために、本実施形態では、入力電圧が高電位側の第１の範囲
ＲＡ１である場合には、図５のＢ１に示すようにＡ／Ｄ変換結果が低電位側にシフトする
ようにコードデータを補正する。また入力電圧が低電位側の第２の範囲ＲＡ２である場合
には、Ｂ２に示すようにＡ／Ｄ変換結果が高電位側にシフトするようにコードデータを補
正する。なお、第１の範囲ＲＡ１は、例えばＡ／Ｄ入力電圧範囲の最大電圧（例えば電源
電圧）を含む高電位側の電圧範囲であり、第２の範囲ＲＡ２は、例えばＡ／Ｄ入力電圧範
囲の最少電圧（例えば０Ｖ）を含む低電位側の電圧範囲である。また第３の電圧範囲ＲＡ
３は第１の範囲ＲＡ１と第２の範囲ＲＡ２の間の電圧範囲（中間電圧範囲）である。
【００７５】
　例えば本実施形態では補正部８０は、前回のＡ／Ｄ変換での逐次比較結果データである
前回逐次比較結果データに基づきコードデータを補正する。
【００７６】
　具体的には図６（Ａ）に示すように補正部８０は、前回の逐次比較結果データＱＤＡが
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、Ａ／Ｄ入力電圧範囲の高電位側の第１の範囲ＲＡ１に対応するデータである場合には、
今回のＡ／Ｄ変換での逐次比較結果データＱＤＡが低電位側にシフトするように、コード
データＣＤＡの補正処理を行う。例えば前回の逐次比較結果データＱＤＡが第１の範囲Ｒ
Ａ１内のデータであり、コードシフトの方向が図４のＡ１に示すように高電位側方向（正
方向）であったとする。この場合には、コードデータ生成部９０は、補正部８０からの補
正指示信号ＳＤＲにより、図５のＢ１に示すように逐次比較結果データＱＤＡが低電位側
方向にシフトするように、コードデータＣＤＡを補正して、コードシフト用の第２のＤ／
Ａ変換回路ＤＡＣ２に出力する。
【００７７】
　また図６（Ｂ）に示すように補正部８０は、前回の逐次比較結果データＱＤＡが、Ａ／
Ｄ入力電圧範囲の低電位側の第２の範囲ＲＡ２に対応するデータである場合には、今回の
Ａ／Ｄ変換での逐次比較結果データＱＤＡが高電位側にシフトするように、コードデータ
ＣＤＡの補正処理を行う。例えば前回の逐次比較結果データＱＤＡが第２の範囲ＲＡ２内
のデータであり、コードシフトの方向が図４のＡ２に示すように低電位側方向（負方向）
であったとする。この場合には、コードデータ生成部９０は、補正部８０からの補正指示
信号ＳＤＲにより、図５のＢ２に示すように逐次比較結果データＱＤＡが高電位側方向に
シフトするように、コードデータＣＤＡを補正して、第２のＤ／Ａ変換回路ＤＡＣ２に出
力する。
【００７８】
　また前回の逐次比較結果データＱＤＡが、図５の第１の範囲ＲＡ１と第２の範囲ＲＡ２
の間の第３の範囲ＲＡ３に対応するデータであったとする。この場合には図６（Ｃ）に示
すように、コードデータ生成部９０は、交互に正、負となるコードデータを生成して、第
２のＤ／Ａ変換回路ＤＡＣ２に出力する。
【００７９】
　補正部８０が含む情報レジスター８４は、前回の逐次比較結果データＱＤＡが、第１の
範囲ＲＡ１又は第２の範囲ＲＡ２に対応するデータであったか否かについての情報を記憶
する。なお、後述するように複数のチャンネルの信号が時分割でＡ／Ｄ変換される場合に
は、情報レジスター８４は、複数のチャンネルの各チャンネルについて、前回の逐次比較
結果データが第１の範囲ＲＡ１又は第２の範囲ＲＡ２に対応するデータであったか否かに
ついての情報を記憶する。
【００８０】
　具体的には補正部８０は、例えば前回のＡ／Ｄ変換での逐次比較結果データＱＤＡが第
１の範囲ＲＡ１のデータであり且つコードシフトの方向が高電位側方向であるか否か、或
いは、前回の逐次比較結果データＱＤＡが第２の範囲ＲＡ２のデータであり且つコードシ
フトの方向が低電位側方向であるか否かを判定する。この判定結果情報が情報レジスター
８４に記憶される。そして補正部８０は、記憶された判定結果情報に基づいて補正指示信
号ＳＤＲを生成して、コードデータ生成部９０に出力し、コードデータＣＤＡの補正を指
示する。これによりコードデータ生成部９０が、今回のＡ／Ｄ変換でのコードデータＣＤ
Ａを補正して、第２のＤ／Ａ変換回路ＤＡＣ２に出力する。
【００８１】
　３．補正部、コードデータ生成部
　図７、図８に補正部８０、コードデータ生成部９０の構成例を示す。なお、補正部８０
、コードデータ生成部９０は図７、図８の構成に限定されず、その一部の構成要素を省略
したり、他の構成要素を追加するなどの種々の変形実施が可能である。
【００８２】
　補正部８０は、判定部８２、情報レジスター８４、セレクター８６、出力レジスター８
８を含む。
【００８３】
　判定部８２は、コードシフト用カウンター９２から、コードデータの符号ビットである
上位の１ビットを反転した反転符号ビットを受ける。また逐次比較レジスターＳＡＲから
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、逐次比較結果データＱＤＡの上位の２ビットを受ける。コードシフト用カウンター９２
は、５ビットのカウンターであり、２の補数表現の５ビットのコードデータを出力する。
従って、コードデータの上位の１ビットは符号ビットになる。また逐次比較レジスターＳ
ＡＲからの逐次比較結果データＱＤＡの上位の２ビットは、ＭＳＢビットとＭＳＢの次の
ビットである。
【００８４】
　判定部８２は、コードデータの反転符号ビットと逐次比較結果データＱＤＡの上位の２
ビットからなる３ビットの全てが、「１」或いは「０」かを判断し、全てが「１」或いは
「０」である場合には、判定結果信号ＲＳ＝１を出力する。
【００８５】
　ここで、コードデータの上位の１ビットが「１」であることはコードデータの符号が正
であることを意味し、「０」であることは符号が負であることを意味する。そして後述す
るようにコードデータはＡ／Ｄ変換毎に交互に正、負になる。従って、判定部８２に入力
される反転符号ビットが「１」であることは、前回のＡ／Ｄ変換でのコードデータの符号
が負であり、今回のＡ／Ｄ変換のコードデータの符号が正になることを意味する。また反
転符号ビットが「０」であることは、前回のＡ／Ｄ変換でのコードデータの符号が正であ
り、今回のＡ／Ｄ変換のコードデータの符号が負になることを意味する。
【００８６】
　また逐次比較結果データＱＤＡの上位の２ビットが「１１」であることは、ＱＤＡが図
５の第１の範囲ＲＡ１に対応するデータであることを意味し、上位の２ビットが「００」
であることは、ＱＤＡが第２の範囲ＲＡ２に対応するデータであることを意味する。
【００８７】
　そして、コードデータの反転符号ビットと逐次比較結果データＱＤＡの上位の２ビット
からなる３ビットが「１１１」又は「０００」である場合に、判定結果信号がＲＳ＝１に
なる。従って、判定結果信号ＲＳ＝１は、前回のＡ／Ｄ変換の逐次比較結果データＱＤＡ
が第１の範囲ＲＡ１内であり且つ今回のコードデータの符号が正（シフト方向が高電位側
方向）であること、或いは、ＱＤＡが第２の範囲ＲＡ２内であり且つ今回のコードデータ
の符号が負（シフト方向が低電位側方向）であることを意味する。
【００８８】
　情報レジスター８４は、判定部８２から判定結果信号ＲＳを受けて記憶する。ここで図
９に示すように、本実施形態ではＡ／Ｄ変換回路５３０が複数チャンネルＣＨ１～ＣＨ１
６の信号を時分割でＡ／Ｄ変換している。即ちＡ／Ｄ変換回路５３０の前段側にマルチプ
レクサー５００が設けられ、このマルチプレクサー５００が、チャンネル選択用のインデ
ックス信号ＣＨＩＤＸに基づいて複数チャンネルＣＨ１～ＣＨ１６のうちの１つのチャン
ネルの信号を選択する。そしてＡ／Ｄ変換回路５３０は、選択されたチャンネルの信号（
電圧）をＡ／Ｄ変換する。この時、インデックス信号ＣＨＩＤＸはＣＨ１、ＣＨ２、ＣＨ
３・・・ＣＨ１６の順でチャンネルの選択を指示するため、Ａ／Ｄ変換回路５３０は、Ｃ
Ｈ１、ＣＨ２、ＣＨ３・・・ＣＨ１６の順で各チャンネルの信号をＡ／Ｄ変換することに
なる。
【００８９】
　情報レジスター８４は、ＣＨ１～ＣＨ１６の１６チャンネル（広義にはＮチャンネル）
に対応する１６ビット（広義にはＮビット）のレジスターになっている。情報レジスター
８４は、上述したチャンネル選択用のインデックス信号ＣＨＩＤＸと判定部８２からの１
ビットの判定結果信号ＲＳを受ける。そして、判定結果情報ＩＲＳの１６ビットのうち、
現在Ａ／Ｄ変換中のチャンネルに対応するビットを、判定結果信号ＲＳの値に設定する。
例えば判定結果信号ＲＳが「１」である場合には、判定結果情報ＩＲＳの対応するビット
は「１」に設定され、ＲＳが「０」である場合にはＩＲＳの対応するビットは「０」に設
定される。例えばチャンネルＣＨ１では、逐次比較結果データＱＤＡが第１の範囲ＲＡ１
内であり且つコードデータの符号が正（或いはＲＡ２内であり且つ符号が負）であり、他
のチャンネルＣＨ２～ＣＨ１６では、ＱＤＡが第３の範囲ＲＡ３内であったとする。この



(15) JP 5904240 B2 2016.4.13

10

20

30

40

50

場合には、判定結果情報ＩＲＳは「１０００００００００００００００」に設定される。
【００９０】
　セレクター８６は情報レジスター８４から判定結果情報ＩＲＳを受ける。そして、１６
ビットの判定結果情報ＩＲＳのビットのうち、チャンネル選択用のインデックス信号ＣＨ
ＩＤＸで指定されるチャンネルに対応するビットの値を、１ビットの信号ＳＲＱとして出
力する。例えば判定結果情報ＩＲＳが前述のように「１０００００００００００００００
」であり、インデックス信号ＣＨＩＤＸがチャンネルＣＨ１を指定していた場合には、セ
レクター８６は信号ＳＲＱ＝１を出力する。一方、インデックス信号ＣＨＩＤＸがチャン
ネルＣＨ２～ＣＨ１６を指定していた場合には、セレクター８６は信号ＳＲＱ＝０を出力
する。
【００９１】
　出力レジスター８８は、セレクター８６からの信号ＳＲＱをラッチし、ラッチした信号
を次のＡ／Ｄ変換のタイミングで補正指示信号ＳＤＲとしてコードデータ生成部９０に出
力する。
【００９２】
　以上のようにすることで、前回のＡ／Ｄ変換における逐次比較結果データが第１の範囲
ＲＡ１であり且つ今回のＡ／Ｄ変換でのコードシフトの方向が高電位側方向（コードデー
タの符号が正）である場合には、今回のＡ／Ｄ変換における補正指示信号はＳＤＲ＝１に
なる。同様に、前回のＡ／Ｄ変換における逐次比較結果データが第２の範囲ＲＡ２であり
且つ今回のＡ／Ｄ変換でのコードシフトの方向が低電位側方向（コードデータの符号が負
）である場合にも、今回のＡ／Ｄ変換における補正指示信号はＳＤＲ＝１になる。一方、
前回の逐次比較結果データが第３の範囲ＲＡ３である場合には、今回のＡ／Ｄ変換におけ
る補正指示信号はＳＤＲ＝０になる。従って、コードデータ生成部９０が、補正指示信号
がＳＤＲ＝１になった場合にコードデータの符号を反転させることで、コードシフトによ
るオーバーフローを防止できるようになる。
【００９３】
　図８に示すように、コードデータ生成部９０は、コードシフト用カウンター９２、並び
替え部９４、反転部９６、セレクター９８を含む。
【００９４】
　コードシフト用カウンター９２は、前述のように５ビットのカウンターであり、５ビッ
トのカウント値ＣＣＴを生成して、並び替え部９４に出力する。並び替え部９４は、５ビ
ットのカウント値ＣＣＴをバイナリで並び替えて、１５、－１、１４、－２、１３、－３
、１２、－４、１１、－５・・・・２、－１４、１、－１５、０というような－１５～＋
１５の範囲の３１個（広義には素数個）のデータＤＡ２を、ノードＮＣ２に順次出力する
。反転部９６はノードＮＣ２のデータＤＡ２の符号を反転して、－１５、１、－１４、２
、－１３、３、－１２、４、－１１、５・・・・－２、１４、－１、１５、０というよう
な－１５～＋１５の範囲の３１個のデータＤＡ１を順次出力する。
【００９５】
　セレクター９８は、補正部８０からの補正指示信号ＳＤＲに基づいてデータＤＡ１、Ｄ
Ａ２のいずれかを選択して、コードデータＣＤＡとして出力する。例えばＳＤＲ＝０であ
る場合には、端子ＩＮ１に入力されるデータＤＡ１を選択してコードデータＣＤＡとして
出力する。ＳＤＲ＝１である場合には、端子ＩＮ２に入力されるデータＤＡ２を選択して
コードデータＣＤＡとして出力する。データＤＡ２はデータＤＡ１の符号を反転したデー
タになる。従って、補正指示信号がＳＤＲ＝１になると、ＤＡ１を反転した信号がコード
データＣＤＡとして出力されるようになる。
【００９６】
　例えば前回の逐次比較結果データＱＤＡが図５の第１の範囲ＲＡ１内であり、データＤ
Ａ１が１４であったとする。この場合に、このデータＤＡ１＝１４が今回のコードデータ
としてセレクター９８により選択されてしまうと、図４のＡ１に示すようにダイナミック
レンジの正側へのオーバーフローが生じてしまう。従って、この場合には補正指示信号が
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ＳＤＲ＝１になり、セレクター９８がデータＤＡ１＝１４の符号を反転したデータＤＡ２
＝－１４を選択する。従って、コードデータＣＤＡとしてＤＡ２＝－１４が出力されるよ
うになり、図５のＢ１に示すようにダイナミックレンジの正側へのオーバーフローが抑止
される。
【００９７】
　一方、前回の逐次比較結果データＱＤＡが第２の範囲ＲＡ２内であり、データＤＡ１が
－１５であったとする。この場合に、このデータＤＡ１＝－１５が今回のコードデータと
して選択されてしまうと、図４のＡ２に示すようにダイナミックレンジの負側へのオーバ
ーフローが生じてしまう。従って、この場合にも補正指示信号がＳＤＲ＝１になり、セレ
クター９８がデータＤＡ１＝－１５の符号を反転したデータＤＡ２＝１５を選択する。従
って、コードデータＣＤＡとしてＤＡ２＝１５が出力されるようになり、図５のＢ２に示
すようにダイナミックレンジの負側へのオーバーフローが抑止される。
【００９８】
　以上のように本実施形態によれば、コードデータを用いたコードシフトにより逐次比較
結果データがオーバーフローするのが補正されるため、コードシフトによるダイナミック
レンジの減少を抑止できる。従って、コードシフトによりＡ／Ｄ変換回路のＤＮＬやＩＮ
Ｌの特性を改善しながら、コードシフトを要因とするダイナミックレンジの減少も抑止で
きるようになる。
【００９９】
　なお、前回の逐次比較結果データＱＤＡが第３の範囲ＲＡ３内である場合には、補正指
示信号がＳＤＲ＝０になるため、セレクター９８によりデータＤＡ１が選択されて、交互
に正、負となるコードデータＣＤＡが出力されるようになる。このようにコードデータＣ
ＤＡが交互に正、負になることで、コードデータＣＤＡの変化の周波成分（低周波成分）
が、Ａ／Ｄ変換特性に悪影響を及ぼす事態を抑止できる。即ち、コードデータＣＤＡが交
互に正、負になることで、コードデータＣＤＡの変化の周波数成分が高周波数側がシフト
する。そして、このような高周波数成分については、例えばＡ／Ｄ変換回路の後段のデジ
タルフィルター（ローパスフィルター）によりカットできるため、コードデータＣＤＡの
変化の周波数成分の影響を低減することができ、Ａ／Ｄ変換特性への悪影響を抑止できる
ようになる。
【０１００】
　また図１のように入力信号のサンプリング信号ＳＩＮとコード信号ＳＣＤの加算信号と
、Ｄ／Ａ出力信号ＳＣＤとを比較する方式を採用した場合には、正の符号のコードデータ
はＱＤＡを高電位側方向にシフトさせるデータになり、負の符号のコードデータはＱＤＡ
を低電位側方向にシフトさせるデータになる。しかしながら、サンプリング信号ＳＩＮと
、Ｄ／Ａ出力信号ＤＱとコード信号ＳＣＤの加算信号とを比較する方式を採用した場合に
は、正の符号のコードデータはＱＤＡを低電位側方向にシフトさせるデータになり、負の
符号のコードデータはＱＤＡを高電位側方向にシフトさせるデータになる。
【０１０１】
　４．オーバーサンプリング
　本実施形態では、２のべき乗倍のオーバーサンプリングのＡ／Ｄ変換を行っている。例
えば８倍のオーバーサンプリングを例にとれば、図１０（Ａ）に示すように、８回のＡ／
Ｄ変換ＡＤ１～ＡＤ８が行われる毎に、最終的な１個のＡ／Ｄ出力データが出力される。
即ち、本来必要な帯域よりも広い帯域（速い周波数）でＡ／Ｄ変換回路を動作させ、Ａ／
Ｄ変換回路の後段のデジタルフィルターを用いて必要な帯域にフィルターを掛けて信号を
取り出す。この時に、必要な帯域外の量子化ノイズがデジタルフィルターにより除去され
、その結果、ＳＮＲ（Signal to Noise Ratio）が向上する。例えばＯＳＲ（Over-Sampli
ng-Ratio）を２倍にすると、理論上は、ＳＮＲは３ｄＢ（０．５ビット）だけ改善する効
果が得られる。またオーバーサンプリングを行うことで、Ａ／Ｄ変換回路の前段の前置き
フィルターの次数を減少させることができるというメリットもある。
【０１０２】
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　しかしながら、このようなオーバーサンプリングのＡ／Ｄ変換を行った時に、コードデ
ータの変化の周期と、オーバーサンプリングの周期の間に相関性があると、オーバーサン
プリングによるＳＮＲの向上が抑制されてしまうおそれがある。例えば図１０（Ａ）のよ
うに２のべき乗倍のオーバーサンプリングが行われる場合に、コードデータの個数も２の
べき乗個であると、２のべき乗回の各Ａ／Ｄ変換と各コードデータとの対応づけが一定に
なってしまう。従って、オーバーサンプリングとコードシフトの相乗効果によるＳＮＲ等
の向上が抑制されてしまう。
【０１０３】
　そこで本実施形態ではコードデータ生成部９０は、２のべき乗倍（２倍、４倍、８倍、
１６倍、３２倍等）のオーバーサンプリングのＡ／Ｄ変換が行われる場合に、素数個のコ
ードデータを生成するようにしている。図８を例にとれば、コードデータ生成部９０は、
素数個である３１個のコードデータを生成して順次出力する。このようにすれば、２のべ
き乗回の各Ａ／Ｄ変換と各コードデータとの対応づけが一定にならないようになる。従っ
て、オーバーサンプリングとコードシフトの相乗効果によるＳＮＲ等の向上を実現できる
。
【０１０４】
　なおオーバーサンプリングのＡ／Ｄ変換は図１０（Ａ）の手法に限定されず、種々の変
形実施が可能である。またコードデータの個数や生成パターンも図８に示した例には限定
されない。
【０１０５】
　また図９に示すように複数チャンネルの信号を時分割でＡ／Ｄ変換する場合には、図１
０（Ｂ）に示すようにＡ／Ｄ変換回路は動作することになる。例えばチャンネルＣＨ１の
信号についてのサンプリングＳＣ１及び変換ＣＣ１を実行した後に、チャンネルＣＨ２の
信号についてのサンプリングＳＣ２及び変換ＣＣ２を実行する。その後、同様にしてＣＨ
３～ＣＨ１６の各チャンネルのサンプリング及び変換を順次実行する。この場合に図１０
（Ｂ）のＣ１が今回のＡ／Ｄ変換である場合には、Ｃ２が前回のＡ／Ｄ変換になる。従っ
て、図７の情報レジスター８４には、Ｃ２に示す前回のＡ／Ｄ変換の判定結果情報が記憶
され、このＣ２での判定結果情報に基づいて、Ｃ１に示す今回のＡ／Ｄ変換におけるコー
ドデータが補正されるようになる。
【０１０６】
　５．詳細な構成例
　図１１に本実施形態のＡ／Ｄ変換回路の詳細な構成例を示す。図１１は、図１のＤＡＣ
１、ＤＡＣ２、比較回路１０の詳細な構成例を示すものであり、ＤＡＣ１、ＤＡＣ２は電
荷再分配型のＤ／Ａ変換回路により構成される。
【０１０７】
　具体的には第１のＤ／Ａ変換回路ＤＡＣ１は、第１のキャパシタアレイ部４１と第１の
スイッチアレイ部５１を含む。また比較ノードＮＣと第１のノードＮ１との間に設けられ
る第１の直列キャパシタＣＳ１を含む。またＤＡＣ１は、第２のキャパシタアレイ部４２
と第２のスイッチアレイ部５２を含む。またサンプリング期間において、ノードＮＣ、Ｎ
１をＧＮＤ（ＡＧＮＤ）に設定するためのスイッチ素子ＳＳ１、ＳＳ２を含む。
【０１０８】
　なお、ノードＮ１に対して第３の直列キャパシタの一端を接続し、この第３の直列キャ
パシタの他端側に、キャパシタアレイ部４２、スイッチアレイ部５２と同様の構成のキャ
パシタアレイ部、スイッチアレイ部を設けてもよい。
【０１０９】
　ＤＡＣ１の第１のキャパシタアレイ部４１は、複数のキャパシタＣＡ１～ＣＡ４を含む
。これらのキャパシタＣＡ１～ＣＡ４は、その一端が比較回路１０の比較ノードＮＣに接
続される。ここで比較ノードＮＣ（サンプリングノード）は、比較回路１０の第１の入力
端子（反転入力端子）に接続されるノードであり、比較回路１０の第２の入力端子（非反
転入力端子）はＧＮＤに設定される。またキャパシタＣＡ１～ＣＡ４はバイナリで重み付
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けされており、例えばＣＡ１、ＣＡ２、ＣＡ３、ＣＡ４の容量値は、４ビットの場合には
Ｃ、２Ｃ、４Ｃ、８Ｃになっている。また第１のキャパシタアレイ部４１は、ダミーキャ
パシタＣＤＭも含む。
【０１１０】
　ＤＡＣ１の第１のスイッチアレイ部５１は、複数のスイッチ素子ＳＡ１～ＳＡ４を含む
。これらのスイッチ素子ＳＡ１～ＳＡ４は、第１のキャパシタアレイ部４１のキャパシタ
ＣＡ１～ＣＡ４の他端に接続される。そしてスイッチ素子ＳＡ１～ＳＡ４は、逐次比較用
データＲＤＡの上位ビットのデータ（例えばＲＤＡが８ビットの場合には上位の４ビット
のデータ）に基づきスイッチ制御される。
【０１１１】
　ＤＡＣ１の第２のキャパシタアレイ部４２は、複数のキャパシタＣＢ１～ＣＢ４を含む
。これらのキャパシタＣＢ１～ＣＢ４は、その一端が第１のノードＮ１に接続される。こ
こで第１のノードＮ１は、一端が比較ノードＮＣに接続される直列キャパシタＣＳ１の他
端側のノードである。またキャパシタＣＢ１～ＣＢ４はバイナリで重み付けされており、
例えばＣＢ１、ＣＢ２、ＣＢ３、ＣＢ４の容量値は、４ビットの場合にはＣ、２Ｃ、４Ｃ
、８Ｃになっている。
【０１１２】
　ＤＡＣ１の第２のスイッチアレイ部５２は、複数のスイッチ素子ＳＢ１～ＳＢ４を含む
。これらのスイッチ素子ＳＢ１～ＳＢ４は、第２のキャパシタアレイ部４２のキャパシタ
ＣＢ１～ＣＢ４の他端に接続される。そしてスイッチ素子ＳＢ１～ＳＢ４は、逐次比較用
データＲＤＡの下位ビットのデータ（例えばＲＤＡが８ビットの場合には下位の４ビット
のデータ）に基づきスイッチ制御される。
【０１１３】
　第２のＤ／Ａ変換回路ＤＡＣ２は、比較ノードＮＣと第２のノードＮ２との間に設けら
れる第２の直列キャパシタＣＳ２を含む。また第３のキャパシタアレイ部４３と第３のス
イッチアレイ部５３を含む。またサンプリング期間において、第２のノードＮ２をＧＮＤ
に設定するためのスイッチ素子ＳＳ３を含む。
【０１１４】
　ＤＡＣ２の第３のキャパシタアレイ部４３は、複数のキャパシタＣＣ１～ＣＣ４を含む
。これらのキャパシタＣＣ１～ＣＣ４は、その一端が第２のノードＮ２に接続される。こ
こで第２のノードＮ２は、一端が比較ノードＮＣに接続される直列キャパシタＣＳ２の他
端側のノードである。またキャパシタＣＣ１～ＣＣ４はバイナリで重み付けされており、
例えばＣＣ１、ＣＣ２、ＣＣ３、ＣＣ４の容量値は、４ビットの場合にはＣ、２Ｃ、４Ｃ
、８Ｃになっている。
【０１１５】
　ＤＡＣ２の第３のスイッチアレイ部５３は、複数のスイッチ素子ＳＣ１～ＳＣ４を含む
。これらのスイッチ素子ＳＣ１～ＳＣ４は、第３のキャパシタアレイ部４３のキャパシタ
ＣＣ１～ＣＣ４の他端に接続される。そしてスイッチ素子ＳＣ１～ＳＣ４は、コードデー
タＣＤＡに基づきスイッチ制御される。
【０１１６】
　即ち図１のコードデータ生成部９０は、Ｄ／Ａ変換回路ＤＡＣ２に対してコードデータ
ＣＤＡを出力し、このコードデータＣＤＡに基づいてスイッチ素子ＳＣ１～ＳＣ４はスイ
ッチ制御される。例えばコードデータ生成部９０は、逐次比較用データＲＤＡの下位ビッ
トデータのデータ範囲内において、１又は複数回のＡ／Ｄ変換タイミング毎に異なった値
になるデータを、コードデータＣＤＡとして出力する。
【０１１７】
　具体的には図１１の８ビットのＡ／Ｄ変換の場合には、逐次比較用データＲＤＡの下位
の４ビットのデータ範囲内において、コードデータＣＤＡを変化させる。例えば００００
～１１１１のデータ範囲内（或いは００００～１１１１よりも狭いデータ範囲内）におい
てコードデータＣＤＡをランダムに変化させて、Ｄ／Ａ変換回路ＤＡＣ２のスイッチアレ
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イ部５３のスイッチ素子ＳＣ１～ＳＣ４をスイッチ制御する。このときＤ／Ａ変換回路Ｄ
ＡＣ１のスイッチアレイ部５２のスイッチ素子ＳＢ１～ＳＢ４も、逐次比較用データＲＤ
Ａの下位の４ビットのデータによりスイッチ制御される。このように、コードデータＣＤ
Ａを変化させる範囲を、ＤＡＣ１のスイッチ素子ＳＢ１～ＳＢ４をスイッチ制御する逐次
比較用データＲＤＡのデータ範囲内に設定することで、ミッシングコードの発生を効果的
に防止できる。
【０１１８】
　なお、Ｄ／Ａ変換回路ＤＡＣ１の最小分解能（ＬＳＢに相当する電圧、量子化電圧）を
ＲＳ１とし、Ｄ／Ａ変換回路ＤＡＣ２の最小分解能をＲＳ２としたとする。この場合に図
１１ではＲＳ２＝ＲＳ１になっている。具体的には例えば直列キャパシタＣＳ１とＣＳ２
の容量値は同一（ほぼ同一）になっており、ＤＡＣ１のＬＳＢに相当するキャパシタＣＢ
１の容量値と、ＤＡＣ２のＬＳＢに相当するキャパシタＣＣ１の容量値も同一（ほぼ同一
）になっている。即ちＤＡＣ２は、ＤＡＣ１の最小分解能ＲＳ１（ＬＳＢ）未満のノイズ
電圧ではなく、ノイズ電圧よりも大きなコード電圧を出力している。このようにすること
で図３（Ｂ）に示すようなコードシフトを実現できる。なおＲＳ２＝ＲＳ１には限定され
ず、ＲＳ２≧ＲＳ１であってもよい。
【０１１９】
　次に、図１２を用いて本実施形態の動作について詳細に説明する。図１２に示すように
、入力信号ＶＩＮのサンプリング期間では、メインのＤ／Ａ変換回路ＤＡＣ１のスイッチ
素子ＳＳ１、ＳＳ２がオンになり、ノードＮＣ、Ｎ１がＧＮＤに設定される。またＤ／Ａ
変換回路ＤＡＣ１のスイッチ素子ＳＡ１～ＳＡ４、ＳＢ１～ＳＢ４を介して、キャパシタ
ＣＡ１～ＣＡ４、ＣＢ１～ＣＢ４の他端がＶＩＮの電圧レベルに設定される。
【０１２０】
　これにより入力信号ＶＩＮのサンプリングが行われる。そしてスイッチ素子ＳＡ１～Ｓ
Ａ４、ＳＢ１～ＳＢ４がオフすると、そのタイミングでの入力信号ＶＩＮの電圧がホール
ドされる。なおサンプリング期間では、ダミーキャパシタ用のスイッチ素子ＳＤＭを介し
て、ダミーキャパシタＣＤＭの他端がＶＩＮの電圧レベルに設定される。
【０１２１】
　またサンプリング期間では、コードシフト用のＤ／Ａ変換回路ＤＡＣ２のスイッチ素子
ＳＳ３がオンになり、ノードＮ２がＧＮＤに設定される。またスイッチ素子ＳＣ１～ＳＣ
４を介して、キャパシタＣＣ１～ＣＣ４の他端がＧＮＤに設定される。これによりキャパ
シタＣＣ１～ＣＣ４の両端がＧＮＤに設定され、電荷が蓄積されない状態になる。
【０１２２】
　次に、Ａ／Ｄ変換の逐次比較期間になると、メインのＤ／Ａ変換回路ＤＡＣ１のスイッ
チ素子ＳＳ１、ＳＳ２がオフになる。またダミーキャパシタ用のスイッチ素子ＳＤＭの他
端はＧＮＤに設定される。
【０１２３】
　そして、逐次比較用データＲＤＡの各ビットに基づいて、ＤＡＣ１のスイッチ素子ＳＡ
１～ＳＡ４、ＳＢ１～ＳＢ４がスイッチ制御され、キャパシタＣＡ１～ＣＡ４、ＣＢ１～
ＣＢ４の他端はＶＲＥＦ又はＧＮＤに設定される。
【０１２４】
　例えば逐次比較用データがＲＤＡ＝１０００００００である場合には、ＲＤＡのＭＳＢ
に対応するキャパシタＣＡ４の他端は基準電圧ＶＲＥＦに設定される。また、他のキャパ
シタＣＡ３～ＣＡ１、ＣＢ４～ＣＢ１の他端はＧＮＤに設定される。
【０１２５】
　また逐次比較用データがＲＤＡ＝１０００１０００である場合には、キャパシタＣＡ４
とＣＢ４の他端はＶＲＥＦに設定される。また、他のキャパシタＣＡ３～ＣＡ１、ＣＢ３
～ＣＢ１の他端はＧＮＤに設定される。
【０１２６】
　またＡ／Ｄ変換の逐次比較期間になると、コードシフト用のＤ／Ａ変換回路ＤＡＣ２の
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スイッチ素子ＳＳ３がオフになる。そして、コードデータＣＤＡの各ビットに基づいて、
ＤＡＣ２のスイッチ素子ＳＣ１～ＳＣ４がスイッチ制御され、キャパシタＣＣ１～ＣＣ４
の他端はＶＲＥＦ又はＧＮＤに設定される。
【０１２７】
　例えばコードデータがＣＤＡ＝１０００である場合には、キャパシタＣＣ４の他端はＶ
ＲＥＦに設定され、他のキャパシタＣＣ３～ＣＣ１の他端はＧＮＤに設定される。またコ
ードデータがＣＤＡ＝１１００である場合には、キャパシタＣＣ４、ＣＣ３の他端はＶＲ
ＥＦに設定され、他のキャパシタＣＣ２、ＣＣ１の他端はＧＮＤに設定される。
【０１２８】
　この場合にコードデータＣＤＡは、図１２に示す１回のＡ／Ｄ変換タイミング毎に変化
する。即ちサンプリング期間及び逐次比較期間により構成される１回のＡ／Ｄ変換期間毎
にコードデータＣＤＡは変化する。なお複数回のＡ／Ｄ変換タイミング毎にコードデータ
ＣＤＡを変化させてもよい。
【０１２９】
　図１１の電荷再分配型のＡ／Ｄ変換回路においては、ＶＩＮのサンプリング信号（サン
プリング電圧）と、Ｄ／Ａ出力信号とコード信号（コード電圧）の加算信号（加算電圧）
との比較処理が行われる。この場合には図１の制御回路２０は、逐次比較レジスターＳＡ
Ｒの逐次比較結果データＱＤＡにコードデータＣＤＡを加算する処理を行うことになる。
【０１３０】
　具体的にはサンプリング期間においては、入力信号ＶＩＮに応じた電荷がキャパシタＣ
Ａ１～ＣＡ４、ＣＢ１～ＣＢ４に蓄積される。そして、このＶＩＮに応じて蓄積された電
荷と、逐次比較期間において逐次比較用データＲＤＡ及びコードデータＣＤＡに応じてキ
ャパシタＣＡ１～ＣＡ４、ＣＢ１～ＣＢ４、ＣＣ１～ＣＣ４に蓄積された電荷とが比較さ
れる。そして、両者の電荷が一致した時の逐次比較用データＲＤＡが、逐次比較結果デー
タＱＤＡとして逐次比較レジスターＳＡＲから出力される。そして、この逐次比較結果デ
ータＱＤＡにコードデータＣＤＡを加算したデータが、入力信号ＶＩＮをＡ／Ｄ変換した
データＤＯＵＴとして出力されることになる。このようにすることで、図３（Ｂ）に示す
ようなコードデータＣＤＡによるコードシフトを実現しながら、適正なＡ／Ｄ変換データ
を出力できるようになる。
【０１３１】
　図１３に本実施形態の第２の比較例のＡ／Ｄ変換回路を示す。この第２の比較例は、図
２の第１の比較例を電荷再分配型で実現した例であり、Ｄ／Ａ変換回路ＤＡＣ（及びＳ／
Ｈ回路３３０）は、キャパシタアレイ部３２１、スイッチアレイ部３３１、スイッチ素子
ＳＳにより実現される。
【０１３２】
　Ａ／Ｄ変換回路の変換精度を決める大きな要因となるのは、ＤＡＣの変換精度である。
図１３の第２の比較例において、ＤＡＣの分解能をｎビットとすると、キャパシタアレイ
部３２１は、バイナリに重み付けされたｎ個のキャパシタＣＡ１～ＣＡｎと、１個のダミ
ーキャパシタＣＤＭにより構成される。そしてサンプリング期間では、キャパシタＣＡ１
～ＣＡｎの他端は入力信号ＶＩＮに接続され、比較ノードＮＣはＧＮＤに設定される。
【０１３３】
　そして逐次比較期間において、最上位ビットであるＭＳＢから順次、逐次比較処理が行
われる。具体的には、キャパシタＣＡ１～ＣＡｎの他端を、スイッチアレイ部３３１のス
イッチ素子ＳＡ１～ＳＡｎを用いて、Ｄ／Ａ変換回路の入力値に応じて、基準電圧ＶＲＥ
ＦもしくはＧＮＤに接続されるかを切り替える。これより比較回路３１０の反転入力端子
の比較ノードＮＣの電圧は、ＤＡＣの出力値からＶＩＮのサンプリング電圧を引いた電圧
になる。
【０１３４】
　しかしながら、図１３の第２の比較例では、Ａ／Ｄ変換回路の分解能を例えば１２ビッ
トにするために、ＤＡＣの分解能を１２ビットにすると、合計で２１２×Ｃの容量値が必
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要になってしまう。このため、回路が大規模化すると共に、キャパシタを充電するために
大きな電流が必要になってしまう。Ａ／Ｄ変換回路の分解能を高くするほど、この傾向は
強くなるため、図１３の第２の比較例には高ビット化に限界があるという問題がある。
【０１３５】
　図１４にＡ／Ｄ変換の第３の比較例を示す。この第３の比較例は、上述の第２の比較例
の問題を解決するために、直列キャパシタＣＳを設け、バイナリに重み付けされたキャパ
シタを複数段にする構成にしている。即ち、一端が比較ノードＮＣに接続され、他端がノ
ードＮ１に接続される直列キャパシタＣＳを設ける。また比較ノードＮＣに接続されるキ
ャパシタアレイ部３４１及びそのスイッチ制御を行うスイッチアレイ部３５１と、ノード
Ｎ１に接続されるキャパシタアレイ部３４２及びそのスイッチ制御を行うスイッチアレイ
部３５２を設ける。
【０１３６】
　図１４の第３の比較例の構成によれば、例えばキャパシタアレイ部３４１のキャパシタ
ＣＡ１の容量値と、キャパシタアレイ部３４２のキャパシタＣＢ１の容量値を同じにでき
る。従って８ビットの場合を例にとると、図１３の第２の比較例では２８×Ｃの容量値が
必要になるが、図１４の第３の比較例では２５×Ｃの容量値で済む。このため、回路の小
面積化を図れると共にキャパシタの充電電流も小さくできる。
【０１３７】
　ところが、図１４の第３の比較例では、ノードＮ１に寄生する容量がＤＡＣのＤＮＬ（
Differential Non Linearity）やＩＮＬ（Integral Non Linearity）を劣化させるという
問題が生じる。これは、バイナリごとに重み付けされた容量比が、寄生容量によって狂う
ことが原因である。この悪影響は、図１４の８ビットの場合を例にとると、ＬＳＢから５
ビット目が変化するコード付近で顕著に生じる。具体的には００００１１１１と０００１
００００（ＭＳＢが先頭）の変わり目で生じ、図３（Ａ）に示すようなミッシングコード
の問題が発生する。
【０１３８】
　このような問題を解決する手法として、直列キャパシタＣＳの容量値をトリミングして
、特性を微調整する手法も考えられる。しかしながら、トリミングだけでは、トリミング
できる容量単位や範囲に限界がある。また製造工程にトリミング工程が必要になり、高コ
スト化等を招く。またＡ／Ｄ変換データをデジタル補正するデジタル補償処理などを行っ
て、高精度化を図る手法も考えられるが、処理が繁雑化すると共に余分な処理が必要にな
ってしまうという問題がある。
【０１３９】
　次に、図１５を用いて、ノードＮＣ、Ｎ１に寄生容量ＣＰ１、ＣＰ２が付加された場合
のＳＡＲ型ＡＤＣの理論式について説明する。寄生容量ＣＰ１、ＣＰ２を含まない理論式
は、ＣＰ１、ＣＰ２を０にすれば導出できる。なお、キャパシタＣＡ１及びＣＢ１、ＣＡ
２及びＣＢ２、ＣＡ３及びＣＢ３、ＣＡ４及びＣＢ４の容量値を、各々、Ｃ、２Ｃ、４Ｃ
、８Ｃとする。また直列キャパシタＣＳの容量値をＣとする。またダミーキャパシタＣＤ
Ｍは、サンプリング時に充電される電荷量を調整する目的（フルスケール調整）で用いら
れるものであるが、ここでは説明の簡素化のためにダミーキャパシタＣＤＭの容量値は無
視する。
【０１４０】
　図１５はサンプリング期間でのスイッチ素子の状態を示している。このサンプリング期
間においてノードＮＣに充電される電荷量Ｑ１は下式（１）のように表される。
【０１４１】
【数１】

【０１４２】
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　またサンプリング期間においてノードＮ１に充電される電荷量Ｑ２は下式（２）のよう
に表される。
【０１４３】
【数２】

【０１４４】
　なお直列キャパシタＣＳ及び寄生容量ＣＰ１、ＣＰ２は、両端の電圧がＧＮＤ（接地電
位）であるため、電荷は充電されない。
【０１４５】
　次に、逐次比較期間でのノードＮＣの電圧Ｖ１とノードＮ１の電圧Ｖ２を求める。例え
ば図１５において、スイッチ素子ＳＢ１～ＳＢ４は、逐次比較用データＲＤＡの下位の４
ビットＤ０～Ｄ３によりスイッチ制御され、スイッチ素子ＳＡ１～ＳＡ４は、ＲＤＡの上
位の４ビットＤ４～Ｄ７によりスイッチ制御される。具体的には、ビットＤｉ＝１（０≦
ｉ≦７）の場合にはＶＩＮに接続され、ビットＤｉ＝０の場合にはＧＮＤに接続される。
この場合に、逐次比較期間においてノードＮＣ、Ｎ１に蓄積される電荷量Ｑ１、Ｑ２は下
式（３）、（４）のように表される。
【０１４６】
【数３】

【０１４７】
【数４】

【０１４８】
　そして電荷保存の法則により、式（１）と式（３）の電荷量Ｑ１は等しく、式（２）と
式（４）の電荷量Ｑ２は等しい。また、逐次比較用データＲＤＡの全てのビットＤ０～Ｄ
７についての比較動作が完了したときには、比較回路３１０の反転入力端子のノードＮＣ
の電圧は、非反転入力端子のＧＮＤと等しくなるため、下式（５）が成立する。
【０１４９】
【数５】

【０１５０】
　従って、式（１）～（５）の連立方程式をＶＩＮについて解くと、下式（６）が導かれ
る。
【０１５１】
【数６】

【０１５２】
　式（６）から明らかなように、ＶＩＮのＡ／Ｄ変換結果には、ノードＮＣの寄生容量Ｃ
Ｐ１の影響はなく、ノードＮ２の寄生容量ＣＰ２だけが特性に悪影響を与える。従って、
寄生容量ＣＰ２の悪影響を低減するために直列キャパシタＣＳのトリミングが必要になる
。また式（６）から、寄生容量ＣＰ２の悪影響はＤ４以上のビットに対応するスイッチ素



(23) JP 5904240 B2 2016.4.13

10

20

30

40

50

子の接続が変化するときに現れ、これにより図３（Ａ）に示すようなミッシングコードが
発生することが理解される。
【０１５３】
　なお、図１６（Ａ）、図１６（Ｂ）はＤＮＬ、ＩＮＬの説明図である。図１６（Ａ）に
示すＤＮＬは、理想的なコード幅と測定されたコード幅の差分である。例えば図１６（Ａ
）では、ＤＮＬの特性の悪化により、０１０のコードの幅が狭くなり、０１１のコードの
幅が広くなっている。そして０１０のコードの幅が更に狭くなって消失すると、０１０の
コードは図３（Ａ）のようなミッシングコードになる。
【０１５４】
　また図１６（Ｂ）のＩＮＬは、ゲイン誤差とオフセット誤差を除去した後の、実際のコ
ード遷移点（破線）と、それに対応する理想的な遷移点（実線）の最大偏差である。正の
ＩＮＬは、遷移が理想よりも遅れていることを示し、負のＩＮＬは、遷移が理想よりも早
いことを示している。
【０１５５】
　図１７（Ａ）、図１７（Ｂ）にＤＮＬのシミュレーション結果例を示す。ここでは、後
述する全差動型のＡ／Ｄ変換回路を用い、メインのＤＡＣ１が１４ビットであり、コード
シフト用のＤＡＣ２が４ビットの場合を例にとり説明する。図１１では、メインのＤＡＣ
１は、４ビット＋４ビットの２段の直列構成になっているが、１４ビットのメインのＤＡ
Ｃ１の場合には、６ビット＋４ビット＋４ビットの３段構成になる。
【０１５６】
　図１７（Ａ）は本実施形態のコードシフト手法を採用しなかった場合のＤＮＬのシミュ
レーション結果例である。図１７（Ａ）では、ＤＮＬが１ＬＳＢ以上になるミッシングコ
ードが発生している。
【０１５７】
　図１７（Ｂ）は本実施形態のコードシフト手法を採用した場合のＤＮＬのシミュレーシ
ョン結果例である。図１７（Ｂ）では、ＤＮＬが１ＬＳＢ未満になっており、ミッシング
コードの発生が防止されている。
【０１５８】
　以上のように本実施形態によれば、図１４の第３の比較例に対して、図１１に示すよう
にコードシフト用のＤＡＣ２を追加し、ＤＡＣ２によりコードデータの信号を加算するこ
とで、コードシフトを実現している。
【０１５９】
　即ち図１４の第３の比較例では、ノードＮ１の寄生容量ＣＰ２が原因で、図３（Ａ）や
図１７（Ａ）に示すようなミッシングコードが発生している。これに対して本実施形態で
は、時間的に変化するコードデータの信号をＤＡＣ２により加算することで、特定のコー
ドで発生していたＤＮＬの悪化（ミッシングコード）を周囲のコードに時間的に拡散させ
る。例えばミッシングコードが０００１００００というようにＭＬＳＢから４ビット目で
発生する場合に、００００～１１１１のデータ範囲で変化するランダムなコードデータの
信号を加算する。こうすることで、図３（Ｂ）や図１７（Ｂ）に示すように、ＤＮＬを１
ＬＳＢ未満に抑えて、ミッシングコードの発生を防止できる。従って、回路規模を小さく
するために直列キャパシタＣＳ１を設けた場合にも、ノードＮ１の寄生容量を原因とする
ミッシングコードの発生を防止できる。この結果、回路規模の縮小化と、Ａ／Ｄ変換特性
の劣化防止とを両立することが可能になる。
【０１６０】
　６．全差動型
　図１８に本実施形態のコードシフト手法を適用した全差動型のＡ／Ｄ変換回路の構成例
を示す。図１８のＡ／Ｄ変換回路は、比較回路１０と、比較回路１０の非反転入力端子に
接続されるメインのＤ／Ａ変換回路ＤＡＣ１Ｐと、反転入力端子に接続されるメインのＤ
／Ａ変換回路ＤＡＣ１Ｎを含む。また、比較回路１０の非反転入力端子に接続されるコー
ドシフト用のＤ／Ａ変換回路ＤＡＣ２Ｐと、反転入力端子に接続されるコードシフト用の
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Ｄ／Ａ変換回路ＤＡＣ２Ｎを含む。
【０１６１】
　非反転側（正側）のメインのＤＡＣ１Ｐ及び反転側（負側）のメインのＤＡＣ１Ｎの構
成は、図１１のメインのＤＡＣ１と同様に、キャパシタアレイ部とスイッチアレイ部を含
む。そしてＤＡＣ１Ｐには、差動信号を構成する非反転側（正側）の入力信号ＰＩＮが入
力され、ＤＡＣ１Ｎには、差動信号を構成する反転側（負側）の入力信号ＮＩＮが入力さ
れる。
【０１６２】
　そしてサンプリング期間では、ＤＡＣ１ＰのノードＮＣＰ、Ｎ１Ｐは、スイッチ素子Ｓ
Ｓ１Ｐ、ＳＳ２Ｐによりコモン電圧（中間電圧）ＶＣＭに設定される。またＤＡＣ１Ｎの
ノードＮＣＮ、Ｎ１Ｎは、スイッチ素子ＳＳ１Ｎ、ＳＳ２Ｎによりコモン電圧ＶＣＭに設
定される。
【０１６３】
　またサンプリング期間では、ＤＡＣ１Ｐのスイッチ素子ＳＡ１Ｐ～ＳＡ４Ｐ、ＳＢ１Ｐ
～ＳＢ４Ｐの一端は、差動信号の非反転側の信号ＰＩＮに接続され、ＤＡＣ１Ｎのスイッ
チ素子ＳＡ１Ｎ～ＳＡ４Ｎ、ＳＢ１Ｎ～ＳＢ４Ｎの一端は、差動信号の反転側の信号ＮＩ
Ｎに接続される。
【０１６４】
　一方、逐次比較期間では、ＤＡＣ１Ｐのスイッチ素子ＳＡ１Ｐ～ＳＡ４Ｐ、ＳＢ１Ｐ～
ＳＢ４Ｐの一端は、逐次比較用データの対応するビットが「１」である場合にはＶＲＥＦ
に接続され、「０」である場合にはＧＮＤに接続される。
【０１６５】
　これに対して、ＤＡＣ１Ｎのスイッチ素子ＳＡ１Ｎ～ＳＡ４Ｎ、ＳＢ１Ｎ～ＳＢ４Ｎの
一端は、逐次比較用データの対応するビットが「１」である場合にはＧＮＤに接続され、
「０」である場合にはＶＲＥＦに接続される。
【０１６６】
　非反転側のコードシフト用のＤＡＣ２Ｐ及び反転側のコードシフト用のＤＡＣ２Ｎは、
図１１のコードシフト用のＤＡＣ２と同様に、キャパシタアレイ部とスイッチアレイ部を
含む。
【０１６７】
　そしてサンプリング期間では、ＤＡＣ２ＰのノードＮ２Ｐは、スイッチ素子ＳＳ３Ｐに
よりＶＣＭに設定される。またＤＡＣ２ＮのノードＮ２Ｎは、スイッチ素子ＳＳ３Ｎによ
りＶＣＭに設定される。またＤＡＣ２Ｐのスイッチ素子ＳＣ１Ｐ～ＳＣ４Ｐ及びＤＡＣ２
Ｎのスイッチ素子ＳＣ１Ｎ～ＳＣ４Ｎの一端はＶＣＭに接続される。
【０１６８】
　一方、逐次比較期間では、ＤＡＣ２Ｐのスイッチ素子ＳＣ１Ｐ～ＳＣ４Ｐの一端は、コ
ードデータの対応するビットが「１」である場合にはＶＲＥＦに接続され、「０」である
場合にはＧＮＤに接続される。これに対して、ＤＡＣ２Ｎのスイッチ素子ＳＣ１Ｎ～ＳＣ
４Ｎの一端は、コードデータの対応するビットが「１」である場合にはＧＮＤに接続され
、「０」である場合にはＶＲＥＦに接続される。
【０１６９】
　図１８の構成によっても、コードシフト手法により、Ａ／Ｄ変換回路のＤＮＬやＩＮＬ
を改善し、ミッシングコード等の発生を防止できる。また全差動型でＡ／Ｄ変換回路を構
成することで、振幅を大きく取ることができ、Ｓ／Ｎ比を向上できると共に、コモンモー
ドノイズの影響を低減できる。
【０１７０】
　７．電子機器
　図１９に本実施形態のＡ／Ｄ変換回路を含む電子機器の構成例を示す。この電子機器は
、センサー５１０、検出回路５２０、Ａ／Ｄ変換回路５３０、処理部５４０を含む。なお
これらの一部の構成要素を省略したり、他の構成要素を追加するなどの種々の変形実施が
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置により実現できる。
【０１７１】
　図１９の電子機器としては、例えば生体計測機器（脈拍計、歩数計等）、携帯型情報端
末、映像機器（デジタルカメラ、ビデオカメラ）、時計などの種々の機器を想定できる。
【０１７２】
　センサー５１０は、ジャイロセンサー、加速度センサー、フォトセンサー、圧力センサ
ー等であって、電子機器の用途に応じた様々なセンサーが用いられる。検出回路５２０は
センサー５１０から出力されるセンサー信号を増幅して、所望信号を抽出する。またＡ／
Ｄ変換回路５３０は検出回路５２０からの検出信号（所望信号）をデジタルデータに変換
して、処理部５４０へ出力する。
【０１７３】
　処理部５４０は、Ａ／Ｄ変換回路５３０からのデジタルデータに対して必要なデジタル
信号処理を実行する。また処理部５４０は、検出回路５２０のゲイン制御等を行ってもよ
い。ここで処理部５４０で行われるデジタル信号処理としては、センサー信号から適正な
所望信号を抽出するための高速フーリエ変換等の種々の処理を想定できる。
【０１７４】
　なお、上記のように本実施形態について詳細に説明したが、本発明の新規事項および効
果から実体的に逸脱しない多くの変形が可能であることは当業者には容易に理解できるで
あろう。従って、このような変形例はすべて本発明の範囲に含まれるものとする。例えば
、明細書又は図面において、少なくとも一度、より広義または同義な異なる用語と共に記
載された用語は、明細書又は図面のいかなる箇所においても、その異なる用語に置き換え
ることができる。また本実施形態及び変形例の全ての組み合わせも、本発明の範囲に含ま
れる。またＡ／Ｄ変換回路、電子機器の構成・動作や、Ａ／Ｄ変換手法、コード生成手法
、コードシフト手法等も、本実施形態で説明したものに限定されず、種々の変形実施が可
能である。例えば図１１ではメインのＤＡＣ１が２段構成である場合の例を示したが、３
段以上の構成であってもよい。
【符号の説明】
【０１７５】
ＤＡＣ１　第１のＤ／Ａ変換回路、ＤＡＣ２　第２のＤ／Ａ変換回路、
ＳＡＲ　逐次比較レジスター、ＳＤＲ　補正指示信号、
ＣＡ１～ＣＡ４、ＣＢ１～ＣＢ４、ＣＣ１～ＣＣ４　キャパシタ、
ＳＡ１～ＳＡ４、ＳＢ１～ＳＢ４、ＳＣ１～ＳＣ４、ＳＳ１～ＳＳ３　スイッチ素子、
ＣＳ１　第１の直列キャパシタ、ＣＳ２　第２の直列キャパシタ、
１０　比較回路、２０　制御回路、３０　Ｓ／Ｈ回路、
４１　第１のキャパシタアレイ部、４２　第２のキャパシタアレイ部、
４３　第３のキャパシタアレイ部、
５１　第１のスイッチアレイ部、５２　第２のスイッチアレイ部、
５３　第３のスイッチアレイ部、
８０　補正部、８２　判定部、８４　情報レジスター、８６　セレクター、
８８　出力レジスター、９０　コードデータ生成部、９２　コードシフト用カウンター、
９４　並び替え部、９６　反転部、９８　セレクター、
３１０　比較回路、３２０　制御回路、３３０　Ｓ／Ｈ回路、
５１０　センサー、５２０　検出回路、５３０　Ａ／Ｄ変換回路、５４０　処理部
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